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● 秋季全国火災予防運動・新人紹介

● 火災・救急・救助概況

● 分遣所だより

● 令和２年度決算報告

● 沖永良部与論地区広域事務組合議会
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趣
味
：
体
を
動
か
す
こ
と

特
技
：
サ
ッ
カ
ー

　
消
防
士
は
人
命
に
大
き
く
関
わ
る
職

業
な
の
で
、
基
本
を
し
っ
か
り
学
び
そ
し

て
迅
速
か
つ
的
確
な
判
断
が
出
来
る
よ

う
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
人
紹
介

令
和
三
年
度
新
規
採
用
職
員
を
紹
介

し
ま
す
。

泉　泰斗（知名町）

　毎年11月9日から15日まで、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、
もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を
防ぐことを目的としています。

令和３年 秋の全国火災予防運動

ご家庭の住宅用火災警報器は
大丈夫ですか？定期的に作動
確認を行いましょう

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。
●定期的に家族で火災時の警報音を確認しましょう。

全国　　　83.1％
鹿児島県　89.8％
沖永良部与論地区管内	　 　
　　　　　　　　　71.0％

住宅用火災警報器の設置率

沖永良部与論地区管内設置率は鹿児島県
内で下位の方です。
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救
急
件
数

事故種別

町別

火

災

水

難

交

通

労
働
災
害

運
動
競
技

一
般
負
傷

加

害

自
損
行
為

急

病

転

院

そ
の
他

合

計

和泊町
出場件数 0 1 8 4 0 38 2 0 126 11 8 198

搬送人員 0 1 8 4 0 36 2 0 118 11 0 180

知名町
出場件数 2 1 11 3 4 42 0 2 156 46 6 273

搬送人員 1 1 11 3 6 40 0 2 147 46 0 257

与論町
出場件数 0 0 6 4 1 29 0 2 103 19 3 167

搬送人員 0 0 6 4 1 27 0 2 100 19 0 159

合　計
出場件数 2 2 25 11 5 109 2 4 385 76 17 638

搬送人員 1 2 25 11 7 103 2 4 365 76 0 596

火
災
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数
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数
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令
和
三
年
　
出
動
・
出
場
状
況

　
前
年
に
比
べ
る
と
、
火
災

件
数
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
季
節
、
空
気
が
乾

燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
気
象
状
況
が
続
き
ま

す
。
た
ば
こ
の
後
始
末
や
、
コ
ン
ロ
の
消
し
忘
れ
な
ど

に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
枯
れ
草
焼
な
ど
の
火
入
れ
を
行
い
、
逃
げ
遅
れ
て

死
傷
す
る
事
例
が
二
件
発
生
し
て
い
ま
す
。
火
入
れ

を
行
う
際
に
は
、
消
防
署
へ
届
け
出
る
と
と
も
に
、

消
火
の
準
備
を
し
て
、
多
人
数
で
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
消
火
す
る
ま
で
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
よ
う
に

し
、
夕
暮
れ
時
や
、
風
の
強
い
日
に
は
行
わ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
管
内
に
お
い
て
、
ま
だ
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設

置
さ
れ
て
い
な
い
ご
家
庭
が
み
ら
れ
ま
す
。
設
置
さ

れ
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、
早
め
の
設
置
を
お
願
い
し

ま
す
。

 

前
年
に
比

べ
、
救
助
件

数
は
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
管
内
で
は
特
に

交
通
事
故
に
よ
る
事
故
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。

　
車
の
運
転
を
す
る
際
は
、
周
囲
の
安
全

確
認
を
確
実
に
行
い
、
夕
暮
れ
時
は
、
早
め

に
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
ま
し
ょ
う
。
歩
行
者

は
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
は
、
明
る
い
色
の
服

装
と
夜
光
反
射
材
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
管
内
で
は
、
農
繁
期
を
迎
え
、
農
業
用
機

械
を
扱
う
機
会
が
増
え
ま
す
。
事
前
に
機

械
の
点
検
を
行
い
、
ゆ
と
り
を
持
っ
て
安
全

に
作
業
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
人
で

の
作
業
は
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
前
年
に
比
べ
、
救
急

件
数
は
減
少
し
て
い
ま

す
。
救
急
車
は
、
出
場

要
請
が
入
る
と
、
法
律
で
決
め
ら
れ
た
範

囲
内
の
速
度
で
救
急
現
場
へ
と
向
か
い
ま

す
。
一
分
一
秒
で
も
早
く
、
傷
病
者
の
元
へ

行
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
救
急
車
が
近

づ
い
て
来
た
ら
運
転
手
の
皆
さ
ん
は
、
道

路
の
隅
に
安
全
に
停
車
す
る
な
ど
し
て
進

路
を
譲
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
傷
病
者

の
容
態
に
よ
っ
て
は
、
振
動
な
ど
を
避
け

る
た
め
、
速
度
を
落
と
し
て
病
院
ま
で
搬

送
す
る
事
も
あ
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

救
急

火
災

救
助

一
月
一
日
〜
九
月
三
十
日
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分 遣 所 だ よ り 新装備紹介

い
ち
早
く
要
救
助
者
の
も
と
へ

“ドルフィン１”
遠隔操作型無人救命浮環

　海難・水難事故では、数秒の遅れが要救助者の生死を分けることになります。今
までは現場に到着してから救助活動を開始するまで、数分時間がかかっていまし
た。また、波が高くて隊員が海に入れないという状況もあります・・・

　今年新しく導入した遠隔操作型無
人救命浮環“ドルフィン１”(動く浮き
輪)により、これまで行ってきた水難救助
活動をより安全・確実・迅速にできるよう
になりました！

そこで！

～3つの特徴～

・コントローラーの電源を入れれば、本体と自動
で接続されてすぐに使用可能。

・簡単に操作できて、安全な場所から操作するこ
とで、要救助者を見失わず、救助隊員の二次被害
を防ぐことができる。

・通常の浮き輪の約1.5倍（32ｋｇ）の浮力があ
るため、ふたりで掴まっても沈まない。最高速度
は約250ｍ/分で進むことができる。

①準備時間が短い

②簡単な操作性

③浮力＆機動力
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　平成23年６月からすべての住宅で住宅用火
災警報器の設置が義務化されてから10年が過
ぎました。住宅用火災警報器は製造から10年
過ぎると、電池の寿命や部品の劣化により、火
災を感知しなかったり、誤作動を起こすなど不
具合が生じてきます。また、その不具合により
消防署へ通報するという事案が増えています。
　あなたのお家の住宅用火災警報器は大丈夫で
すか？
　本体に記入されている「製造年」を確認しま
しょう。また、設置されていないご家庭は早急
に設置しましょう。

あなたの家の住宅用火災警報器そろそろ交換かも！？

　現在、消防署では住宅用火災警報器の普及率向上に向けて日々取り組んでいます。
住宅火災から大切な命を守りたい！皆さんのご協力とご理解をお願い申し上げます。

とりカエルくん

ピーピー
火事です！

簡単に点検
できます！取り外しも

簡単♪

寝室などに
とりつけてね！

10年たったら
とりカエよ〜！
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令和２年度	決算報告
沖永良部与論地区広域事務組合

積立金688千円（0.1％）
財政運営を計画的に行うための
積立てです

その他1,512千円（0.3％）
手数料　709千円
財産収入　652千円
諸収入　151千円

補助費3,474千円（0.7％）
消防学校入校負担金、保険料、
他団体への負担金等

繰越金1,223千円（0.3％）

扶助費4,975千円（1.1％）
職員の児童手当です

県支出金7,109千円（1.5％）
消防学校派遣教官の人件費分の
県からの負担金です

負担金461,477千円(97.9％)
構成3町の負担金です
うち、88,440千円が分遣所の救
救助タンク車購入に係る特別負
担金です

物件費49,801千円（10.7％）
賃金、旅費、需用費、役務費、備
品購入費等

普通建設事業費
91,355千円（19.6％）
救助タンク車購入費、自動心臓
マッサージ機購入費

公債費7,290千円（1.6％）
庁舎増築時に借りたお金です

人件費308,914千円（66.2％）
職員の給与、手当、共済費等で
す

471,321千円 466,497 千円

歳 入 歳 出

消防費　403,794千円
町　名 普通負担金 特別負担金 構成比
和泊町 111,043千円 31,141千円 35.2％
知名町 107,628千円 30,184千円 34.1％
与論町 96,683千円 27,115千円 30.7%

介護保険費　57,683千円
町　名 負担金 構成比
和泊町 20,865千円 36.2％
知名町 19,703千円 34.1％
与論町 17,115千円 29.7％

区　　　　分 金　額

歳 　 　 入 　 　 総 　 　 額 471,321千円

歳 　 　 出 　 　 総 　 　 額 466,497千円

歳  入  歳  出  差  引  額 4,824千円

翌年度へ繰り越すべき財源 0千円

実 　 　 質 　 　 収 　 　 支 4,824千円

◎実質収支に関する調書 ◎構成町負担金内訳
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令和３年３月22日　月曜日　午後３時30分　開議　消防本部  会議室
【議案一覧】

議　案　名 内　　　容 結　果

議案第 1 号
沖永良部与論地区広域事務組合火災予
防条例の一部を改正する条例について

「対象火気設備の位置、構造及び管理並びに対象火気
器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を
定める省令の一部を改正する省令」（令和2年総務省
令第77号）の公布に伴い、所要の改正を行うもの。

原案可決

議案第 2 号
沖永良部与論地区広域事務組合職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改
正する条例について

人事院規則（特殊勤務手当 ) の改正趣旨に沿い、所
要の改正を行うもの。 原案可決

議案第 3 号
沖永良部与論地区広域事務組合職員の
給与に関する条例の一部を改正する条
例について

県等へ派遣する職員の給与の調整額について所要の
改正を行うもの。 原案可決

議案第４号
令和２年度沖永良部与論地区広域事務
組合一般会計補正予算（第３号）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 10,437
千円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ
477,174 千円と定めるもので、主に人件費の減額予
算

原案可決

議案第５号
令和３年度沖永良部与論地区広域事務
組合一般会計予算

令和３年度沖永良部与論地区広域事務組合一般会計
予算を歳入歳出それぞれ 525,038 千円と定め、地方
自治法第 211 条第１項の規定により提出するもの。

原案可決

令和３年沖永良部与論地区広域事務組合議会
第１回定例会が開催されました。

【一般質問】

出
を
求
め
ま
す
。

答　
管
理
者　
奄
美
ド
ク
タ
ー

ヘ
リ
運
航
調
整
委
員
会
に
は
、

医
療
作
業
部
会
、
消
防
作
業

部
会
、
消
防
・
医
療
部
会
幹
事

会
、
消
防
・
医
療
部
会
、
安
全

管
理
部
会
の
各
部
会
が
あ
り
ま

す
。
消
防
・
医
療
部
会
で
は
、

活
動
事
案
の
、
事
後
検
証
を
行

い
、
救
命
効
果
、
後
遺
症
軽
減

効
果
、
搬
送
時
間
短
縮
効
果
、

地
域
医
療
支
援
効
果
の
検
証
を

行
い
、
今
後
の
活
動
に
生
か
し

て
い
く
た
め
の
作
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。
議
会
に
説
明
が
で
き

る
部
分
に
つ
い
て
は
説
明
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

喜
山
康
三
議
員
（
与
論
町
）

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
要
請
の

在
り
方
に
つ
い
て

問　

与
論
分
遣
所
か
ら
ド
ク

タ
ー
ヘ
リ
要
請
ま
で
の
流
れ

と
要
請
基
準
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

答　

管
理
者
（
伊
地
知
和
泊

町
長
）　
要
請
は
、
本
署
・
分

遣
所
に
関
わ
ら
ず
同
じ
基
準
で

行
い
ま
す
。
原
則
は
１
１
９
番

通
報
内
容
に
よ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

方
式
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
方
式

と
は
車
両
事
故
や
高
所
か
ら
の

転
落
事
故
な
ど
の
外
傷
や
心
疾

患
、
脳
疾
患
、
呼
吸
停
止
な
ど

が
通
報
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
行
い
ま
す
。
そ
の
他
に

救
急
隊
が
現
場
到
着
後
ド
ク

タ
ー
ヘ
リ
の
出
動
が
必
要
と
判

断
し
た
場
合
に
救
急
隊
長
が
要

請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　
奄
美
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
運
航

調
整
委
員
会
で
の
会
議
録
の
提
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本号に関するご意見ご要望又は，消防に関する相談など
がありましたら消防署・分遣所へお寄せください。

メールアドレス　okiyo-shoubou@vega.ocn.ne.jp（消防署）

メールアドレス　yoronshoubou@aioros.ocn.ne.jp（分遣所）

沖永良部消防署　TEL 93-0119  FAX 93-5184

与 論 分 遣 所　TEL 97-0119  FAX 97-2811

ホームページ URL　http://okiyofd.ddo.jp

人
事
の
硬
直
化
に
つ
い
て

問　
人
事
が
硬
直
化
し
て
い
な

い
か
。
以
前
は
本
署
と
分
遣
所

の
人
事
交
流
が
あ
っ
た
と
聞
い

て
い
る
、
今
後
取
り
組
む
予
定

は
な
い
の
か
。
見
解
を
伺
い
た

い
。

答　
管
理
者　
本
署
と
分
遣
所

間
の
人
事
交
流
は
、
平
成
28
年

度
以
降
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
本
年
度
は
、
本
署

か
ら
分
遣
所
へ
１
名
配
置
転
換

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
指
摘
の

人
事
の
硬
直
化
に
つ
い
て
は
、

近
年
定
年
退
職
な
ど
に
よ
る
新

規
採
用
が
多
く
あ
る
た
め
新
陳

代
謝
が
続
い
て
お
り
、
人
事
の

硬
直
化
は
少
な
い
と
認
識
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
マ

ン
ネ
リ
化
に
つ
い
て
も
署
所
間

で
訓
練
や
研
修
等
を
実
施
し

て
、
お
互
い
が
刺
激
し
合
い
な

が
ら
切
磋
琢
磨
で
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
今
後
人
事
が
停
滞
し
た
と

き
に
は
「
署
所
間
交
流
」
も
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

職
員
の
処
分
の
議
会
へ
の

報
告
に
つ
い
て

問　
以
前
、
職
場
内
で
ト
ラ
ブ

ル
が
起
き
て
い
る
。
又
、
研
修

先
で
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
調
査
報
告
書

等
を
ま
と
め
て
い
る
か
。
原
因

調
査
と
再
発
防
止
の
諸
策
は
講

じ
ら
れ
て
い
る
か
、
見
解
を
伺

い
た
い
。

答　

管
理
者　

議
会
へ
報
告

す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
文

書
に
よ
り
報
告
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
今
後
も
議
員
の

ご
指
摘
の
と
お
り
報
告
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
ま

た
、
対
策
に
つ
い
て
は
、
毎
月

開
催
し
て
い
る
連
絡
会
や
四
半

期
の
幹
部
会
を
通
し
て
注
意

喚
起
を
行
い
、
消
防
学
校
入
校

時
に
お
い
て
は
、
消
防
長
、
署

長
、
課
長
が
い
る
中
で
消
防
長

訓
示
を
し
て
お
り
ま
す
。
併
せ

て
「
懲
戒
処
分
の
指
針
」
の
策

定
や
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修
」

も
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
ま
た
、
職
員
か
ら
の
相
談

に
つ
い
て
は
、
投
書
箱
や
ネ
ッ

ト
で
の
専
用
窓
口
を
設
け
る
と

と
も
に
、
相
談
窓
口
職
員
も
配

置
し
て
い
つ
で
も
相
談
が
出
来

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

「
消
防
だ
よ
り
１
１
９
」

の
編
集
の
在
り
方
に
つ
い

て問　
消
防
だ
よ
り
の
一
般
質
問

コ
ー
ナ
ー
の
行
数
を
増
や
し
、

丁
寧
に
掲
載
す
べ
き
と
考
え

る
。
又
、
編
集
に
当
た
っ
て
は

議
会
も
関
与
す
べ
き
と
考
え
る

が
見
解
を
伺
い
た
い
。

答　

管
理
者　

平
成
元
年
か

ら
「
消
防
だ
よ
り
」
の
中
で
ス

ペ
ー
ス
を
設
け
て
広
報
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
質
問
内
容
等

に
よ
り
掲
載
枠
を
増
や
す
こ
と

も
可
能
な
限
り
検
討
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
掲
載
に
当

た
っ
て
は
、
「
質
問
者
本
人
及

び
議
長
に
承
認
を
得
る
」
と
い

う
こ
と
で
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。


